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WHOが提唱する「アクティブ・エイジング」プログラムに基づいて示された「高齢者にやさしい都市

（Age Friendly City）」を実現するためのチェックリストでは，社会活動全体との関連で交通の重要性が

位置付けられている．筆者らの運営する「地域と交通をサポートするネットワーク in Kyushu （Ｑサポ

ネット）」では，第7回北九州アジア太平洋アクティブ・エイジング会議のジョイントセッションにおい

て，このリストをベースに，アクティブ・エイジング社会を実現するための地域交通の役割の重要性につ

いて議論を深めた．本研究では，その議論を踏まえ，アクティブ・エイジング社会を実現するための地域

交通の役割の重要性を議論するとともに，そのような地域交通の実現に求められる要素を，WHOのリス

トに修正を加えたものとして提示する． 
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1. はじめに 

 

WHOが提唱する「アクティブ・エイジング」は，今

後世界全体で直面する少子高齢化に対応して，高齢者含

めすべての世代が，歳を重ねても生活の質が向上するよ

うに，健康・参加・安全の機会を最適化するプログラム

であるとされており，これに基づき「高齢者にやさしい

都市（Age Friendly City）」を実現するためのチェックリ

ストが示されている1)．本プログラムおよびチェックリ

ストの中には，社会活動全体との関連で交通の重要性が

位置付けられているが，これまでの公共交通に関する議

論は交通という狭い分野での議論であり，福祉や社会参

加などといった社会全体の活動との関係で検討されるこ

とは少なかった． 

筆者らが主宰する，地域交通関係者（行政・交通事業

スタッフ，研究者，コンサルタント等）を集めて勉強会

を開催してきた「地域と交通をサポートするネットワー

ク in Kyushu（以下Ｑサポネット）」では，高齢化の進

む北九州市において開催された第７回北九州アジア太平

洋アクティブ・エイジング会議（以下ACAP）において，

ACAPとの共同セッションとして，「高齢者にやさしい

都市（Age Friendly City）」を実現するためのチェックリ

ストにある公共交通の部分を日本の事例から再検討し，

海外の参加者を含め一緒に議論する機会を得た．そこで

は，福祉や社会参加などといった社会全体の活動との関

係での交通の重要性や，交通に関わる各主体の役割の重

要性についても議論が交わされた． 

本研究は，ACAPとＱサポネットの共同セッションで

行われた議論の内容から，アクティブ・エイジング社会

を実現するための地域交通の役割の重要性を議論すると
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ともに，そのような地域交通の実現に求められる要素を，

WHOのリストに修正を加えたものとして提示する． 

本文の構成は以下のとおりである．第2章では，WHO

の提唱する「高齢者にやさしい都市（Age Friendly 

City）」を実現するためのチェックリストについて整理

する．その上で第3章において，我々の問題意識と，第7

回ACAPでの議論内容について説明する．第4章では，

第7回ACAPにおける議論の結果に基づき，WHOのチェ

ックリストの改訂版の提案を行う．第5章では本稿の結

論を述べる． 

 

 

2. WHOの”Age Friendly City”における交通関係の

チェックリストについて 

 

WHOは，「高齢者にやさしい都市（Age Friendly 

City）」を実現するためのチェックリストを示している．

ここでは，WHO
1)の提示するリスト及びその解説文に従

って，15の項目別（小項目では17）に整理したものを，

我々の解釈を含め提示する． 

 

(1) 利用可能性 

「1.都市のすべてのエリアとサービスに公共交通機関

を使っていくことができ，繋がりがよく，乗り物と路線

が明確に表示されている」ことが挙げられており，その

一部が該当する．また，後ほど示す「5.障害者用の特別

な交通機関が利用できる」と「10.公共交通機関が限ら

れている場所でボランティアの輸送サービスが利用でき

る」という点も，この項目の一部に加えることができる

と考える．つまり，どのような居住地であっても，ある

いはどのような目的を達成する場合においても，すべて

の居住者（ハンディキャップを持っている人を含む）が

（交通モードを利用して）移動可能であることが大前提

であると考えられる． 

 

(2) 手頃な運賃 

「2.公共交通機関の運賃は一貫性があり，明確に表示

され，手頃である」ことが挙げられている．つまり，運

賃体系や施策がわかりやすいことや高額でないことはも

ちろんのこと，そのような体系や施策が一貫したポリシ

ーのもとに決められていることが必要とされると考えら

れる． 

 

(3) 信頼性と本数 

「3.公共交通機関は信頼でき，夜間，週末，休日を含

め，本数が十分ある」ことが挙げられている．運行に関

して非常に不安定であるような状態では公共交通機関と

いえないのはもちろんであるが，多くの人が移動する平

日の日中だけではなく，様々な社会参画の機会を確保す

る観点から夜間・週末・休日にも十分な移動の機会を保

障していることが必要であると考えられる． 

 

(4) 目的地 

前掲1.の一部がこの項目に該当する．利用者の目的地

である病院・ショッピングセンター（商店）・銀行とい

った日常生活に必要な目的地に加え，健康増進や社会参

画といった目的達成の場所（高齢者センターや公園な

ど）へもアクセスできることが必要である．それに加え

て，そういった目的地と居住地は極力直通のルートがあ

り，直通が不可能な場合でも他モード間の連携（接続）

が取れていて，十分な頻度があることが必要とされるも

のと考えられる． 

 

(5) 高齢者にやさしい乗り物 

「4.乗り物は清潔で，よく整備され，アクセシビリテ

ィが高く，ひどい混雑がなく，優先席が設置され尊重さ

れている」ことが挙げられており，この一部がこの項目

に該当する．乗り物への乗降のしやすさ，十分な座席数

の確保や着席機会の保障，乗車時の快適性が求められて

いると考えられる． 

 

(6) 高齢者専用サービス 

「5.障害者用の特別な交通機関が利用できる」ことが

挙げられている．これは1.にも関係するが，公共交通機

関を利用できないようなハンディキャップがある場合に，

Special Transport Service（STS）のようなサービスが代替と

して利用できることが求められていると考えられる． 

 

(7) 優先席と乗客の親切 

前掲の4.の一部がこれに該当する．単にハードを整備

するだけではなく，ソフト面での環境整備として，すべ

ての利用者のホスピタリティが醸成され，あるいは反映

されるような環境が必要であることが指摘されている． 

 

(8) 交通機関の運転手 

「6.運転手は指定された停留所に停まり，乗車しやす

いよう縁石のそばに停まり，乗客が席に着いてから発車

させる」ことが指摘されている．(7)にも関係するが，

乗客の自主性に依存するのではなく，サービス提供者と

しての乗務員のスキルやホスピタリティが重要であるこ

とが指摘されている． 

 

(9) 安全性と快適性 

前掲4.や6.の一部がこれに該当する．日本の公共交通

機関では当たり前のように担保されているものであるが，

海外ではそうでないケースもあり，こういった項目の重
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要性が指摘されたものと考える． 

 

(10) 停留所と駅 

「7.停留所と駅は便利な場所にあり，アクセシビリテ

ィが高く，安全で，清潔で，十分な照明があり，表示が

十分で，座る場所と退避所が十分な数ある」ことと，

「8.特殊なニーズを持つ人々が優先的に利用できる駐車

場と送迎エリアがあり，尊重されている」ことの２つが

指摘されている．目的地最寄りの停留所・駅はもちろん

のこと，住居の近くにも停留所や駅が十分にあることが

求められており，(1)の一部と考えることもできる．加

えて，停留所や駅に求められる機能として，安全性や待

ち時間の快適性，バスなどの公共交通機関の待機場所，

送迎時の駐車スペースが必要であること，さらには人的

なサービスが提供されている場合はそのソフト面の重要

性が指摘されていると考える． 

 

(11) タクシー 

「9.タクシーはアクセシビリティが高く運賃が手頃で，

運転手は親切である」ことが指摘されている．大量輸送

する公共交通機関を補完するものとして，タクシーの存

在が重要であることを踏まえての指摘と考えられる．そ

の上で，(1)にも関連するが，低所得者・高齢者が利用

しやすい価格設定，乗降のアクセス性，車両に求められ

る機能（車椅子等の積載スペース確保），乗務員のソフ

ト面（ホスピタリティ），が求められていると考える． 

 

(12) マストランジット（鉄道・バスなどの公共交通：

以下マストラ）やタクシー以外の移動サービス（本文で

は地域交通） 

先に(1)でも指摘したが，「10.公共交通機関が限られ

ている場所でボランティアの輸送サービスが利用でき

る」ことが指摘されている． 

ここで，WHO
1)では，ボランティアや民間が提供する

無料の移動サービス（交通機関）を「地域交通」という

訳語としている．しかし，「地域交通」として一般に使

われている意味は，地方部におけるマストラ，例えば過

疎地や地方部における乗合バスや乗合タクシー・デマン

ド交通のようなものであり，この訳語は適切とはいえな

いため，ここでの項目は修正を行ったものである． 

この10.の解釈は，マストラをフォローするための端

末（フィーダー）輸送などの移動サービスが，民間ベー

スで成り立つ場合は民間によって，そうでない場合は地

域やボランティアによって運営されていて，利用可能で

あることが求められていると考えることができる． 

 

 (13) 情報 

「11.路線，スケジュール，特殊用途施設についての

完全で入手しやすい情報が利用者に提供されている」こ

とが指摘されている．公共交通の利用方法や利用可能な

交通手段の案内はもちろん，利用するにあたっての時刻

表や路線図の見やすさ・わかりやすさが求められている

と考える．加えて，障がい者の利用など特殊サービスを

要する場合にあたっても，例えばスロープ付きバスの運

行時間帯や運行路線の情報が提供されていることが必要

であると考える． 

 

(14) 運転状況 

これについては，以下の5項目が指摘されている． 

12. 車道はよく整備され，側溝には蓋がされ，照明が

十分あること 

13. 交通の流れがよく規制されていること 

14. 車道にはドライバーの視界を遮るような障害物が

ないこと 

15. 信号機と交差点は見やすく適切な場所にあること 

16. ドライバー教育と補習講習がすべてのドライバー

に奨励されていること 

公共交通機関だけですべての移動ニーズを満たすことは

できないことが前提になっており，自家用車の利用が安

全かつ快適にできるよう，事故防止や交通流動の円滑化

などの施策が必要であると指摘している． 

 

(15) 駐車 

「17.駐車場と送迎エリアは安全で，十分な数あり，

便利な場所にある」ことが指摘されているほか，8.の一

部も該当する．駐車環境を快適にすることが，移動の円

滑さを担保する一つの条件として求められているものと

考えることができる． 

 

 

3. WHOチェックリストに対する問題意識と第7回

ACAPでの議論内容について 

 

 WHOのチェックリストは，先進国・途上国含め33都

市を調査した結果に基づき作成されており，日本では東

京と姫路が対象都市になっている．しかし，海外と日本

の交通に関する事情の違い，日本でも対象都市が非常に

大規模な都市になっていることを鑑みると，実際にこの

リストを使って各都市（市町村）の交通に関する政策を

評価するには問題も少なくない． 

そこで，我々のWHOのチェックリストに対する問題

意識と，ACAP内の議論で出た追加すべき項目を踏まえ，

日本におけるアクティブ・エイジングを支える地域交通

の役割の方向性について，以下の6点を指摘しておきた

い． 
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(1) ライフスタイルの変化への対応に関する課題 

アクティブ・エイジングの思想は，短期的には高齢化

社会の対応ではあるが，高齢者の問題に特化したもので

はなく，今後高齢者になるすべての世代を包含した思想

である．そのため，移動も含めすべての問題については，

現在あるいは今後の現役世代への対策を含めて検討すべ

きものであると考える．つまり，高齢者や障がい者に特

化した問題ではなく，全ての世代を対象とするものとし

て考えていく必要があると考える． 

その意味で，公共交通を含めた移動サービスの利用可

能性を左右する要因として，今後のライフスタイルの変

化にどのように対応していくのかという点は重要な課題

であると考える．例えば，通学，通勤，買い物，通院と

いった代表的な地域交通の需要においても，過去想定し

ていたステレオタイプの需要モデルとは現在は大きく異

なっている．正課外の授業やクラブ活動等による通学交

通の時間帯の多様化，勤務パターンや勤務地立地パター

ンの多様化，商業施設や医療機関の郊外化，複数の業態

（ディスカウントストア，ホームセンター，スーパーな

ど）での買い回り行動などがその例である．こういった

ライフスタイルの変化を拾い上げる地域自治体や事業者

の取り組みと，それを反映した移動サービスの提供がで

きなければ，利用されない地域交通が出来上がることに

なりかねない．しかし現実には，交通網の整備や運行効

率性が目的化して，地域の生活実態や本来の移動とかい

離した交通体系ができているケースは少なくない． 

 

(2) 移動目的づくりと社会参加のありかた―医療・福

祉・コミュニティに関する課題 

WHO
1)では，アクティブ・エイジングの政策的枠組み

の重要なファクターとして，健康，参加，安全の三本柱

を挙げている．より踏み込んだ内容では交通ないし移動

が挙げられているが，交通ないし移動の確保はそれらを

あくまで達成するためのツールである． 

このことに鑑みれば，アクティブ・エイジングを支え

る地域交通を構築するには，そもそも論として移動目的

あっての交通となる必要があり，移動目的の存在に目を

配る必要がある．例えば買い物弱者の対応や，医療機関

不足への対応については，出かけていくというニーズが

あるのか，当該地域の住民が交通機関を使って動くとい

うことができるのかという部分にも配慮する必要がある．

その際には，移動販売や往診での対応など「目的を連れ

てくる」対応の方が適切なのかという選択肢も含めて検

討の余地がある． 

加えて，社会参加のために移動手段の確保が必要とい

うこともWHO
1)では示されている．今回の議論の中でも，

会合や文化活動などの目的は実は存在しており，移動手

段の制約によりそれらの活動へ参加できないことが徐々

に顕在化している．定期的な活動でないものもあり従来

型の公共交通の運行形態ではなじまないものもあるが，

例えば健康増進や福祉面での支出削減を図る観点での目

的形成（たとえば健康教室などのイベント）を通じて，

地域住民の健康増進や社会参加（引きこもらずに外に出

る機会づくり）を図り，地域を持続可能にすることも考

えられる．このような，プラスの効果が期待できる目的

形成とそのための移動手段の確保は，長期的に考えられ

てよいものであると考える． 

 

(3) 都市・地域計画上の課題－オールド・ニュータウ

ン化への対応等の課題 

現在，限界集落の問題や，医療機関・学校・生活施設

の統廃合，生活インフラの維持更新の問題が深刻化して

いる．これは，山間部等の僻地・集落に限った話ではな

く，都市郊外部の団地においてもオールド・ニュータウ

ン化の問題として顕在化しつつある．これらの問題が，

今後の移動サービスの確保という意味で及ぼす影響は少

なくない． 

本来の議論としては，都市・地域計画のレベルで，開

発ペースの抑制により年齢構成を平準化していくことや，

郊外部への分散を抑制して集約型にすることが必要であ

る．例えば千葉のユーカリが丘では，開発デベロッパー

がその問題を初期から認識し，毎年の販売件数を一定レ

ベルに抑制するとともに，戸建購入者が高齢化した際に

子や孫の世代に譲って地域の中心部に移住する仕組みも

構築している．ただ，今からユーカリが丘のようなこと

を行おうとすれば，強制移転も含めた策を採らざるを得

ない．もし住民の合意形成によりそれが可能な場合は，

積極的に採用するとともに，移転に関する補償やコミュ

ニティの維持に十分配慮することが求められる． 

このような都市・地域計画の話は，直接は移動サービ

スや地域交通の話ではないが，例えば集落の分散化によ

り移動サービスやコミュニティが持続可能性を失ってい

る地域は少なくない．かといって，効率性の基準のみで

移転を図れば，引きこもり等コミュニティに参画できな

い層が発生してしまう．とりわけ女性に比べ男性，健常

者にくらべ障がい者のコミュニティへの参画は困難な傾

向にある．(2)にも関連するが，社会参画や福祉の観点

から，コミュニティの持続可能性は移動サービスの維持

に不可欠であり，また社会参画や健康増進などの目的を

つくりそれに積極的に参画することで，移動サービスへ

の需要が発生する．そういったコミュニティ・地域の持

続可能性という観点から，地域交通を絡めた地域・都市

計画のあり方に踏み込んでいることも，アクティブ・エ

イジングを支える地域交通のあり方として重要になると

考える． 

今回の議論の中では，福岡県北九州市で斜面地住民・
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高齢化の対策として移動手段確保が行われた事例「枝光

やまさかタクシー」「八幡東区ITSプロジェクト（社会

実験）」と，福岡県久留米市での「タウンモビリティ」

の取り組みを取り上げ，議論を行った．前者は高齢化し

日常の生活やコミュニティの維持が困難になりつつある

地域に移動手段を確保することで，日常生活の利便性が

向上するとともに，車内や商店街等でのコミュニティが

形成され，地域活性化につながっていることが岩科2)や

神力3)で報告されている．後者は，障がいを持っている

方や高齢者の社会参加と，商店街内の短距離移動の支援

を行いつつ，拠点になる商店街内の待合スペースで食事

を挟みながら話をする機会を創るなどの工夫がなされて

いる．学生などのボランティアが継続的に参加しており，

それによりコミュニティの形成に寄与している事例であ

る．どちらも，単なる「移動」の問題のみならず，地域

計画やコミュニティ維持を考慮した事例として注目に値

する． 

 

(4) 自転車利用や歩行環境の課題 

WHOのリストでは，停留所や駅，道路環境や自動車

の走行環境についての言及はみられるが，自転車や歩行

者のことにはほとんど言及されていない．しかしながら，

公共交通へのアクセスやカバーできないエリアの交通で

は，自転車や徒歩が一次交通として利用されるケースは

少なくない．自転車や徒歩は健康増進の一環にもなるた

め，積極的に扱う必要があるものと考える． 

 

(5) 交通・移動の持続可能性とサービスレベルの設定

について－日本の交通事業の特殊性に関する課題 

日本の交通事業は，海外諸国と異なり，民間事業者が

独立採算制で運営している部分がきわめて大きい．しか

し，普遍化したWHOのリストには，移動サービスの運

営に関する項目は一切掲載されていない．したがって，

日本における移動サービスの運営に関する特殊事情を反

映した指標（ガイドライン）の設定が不可欠であると考

える． 

大井4) 5)で示したように，2000年の鉄道の規制緩和や

2002年の乗合バス規制緩和により確かに参入退出は自由

になったが，規制緩和を原因としての撤退はほぼみられ

ていない．ただ，長年の経営状況の悪化によって，企業

経営の持続可能性の観点から不採算事業の整理を行って

いる部分があり，それが企業の経営破綻でみられている

部分もあることを大井4)では指摘している． 

2007年の地域公共交通活性化・再生法（以下活性化再

生法）施行後，地域における公共交通の維持は基本的に

地域（自治体）主導になった．ただ，これまでと変わら

ず地方自治体が地域交通の維持に関して交通事業者（主

にバス・鉄道事業者）に依存しているという現実と，そ

れから抜け出せる環境にないというのが，制度変更後の

現実であった．そして，緊急避難的に補助事業で地域交

通の維持を行ったものの，それが今や限界に至って最小

限のサービスレベルすら維持できなくなっているところ

も少なくない．交通事業者も，経営状況やスタッフの削

減等で，一部の改善事例が近年みられる以外は，全体的

に積極的な改善（提案）を行える経営状況にはなってい

ないのが現実である． 

こういった事情を踏まえると，交通事業者，自治体だ

けで移動の問題を考えるのではなく，地域も責任分担を

行うかたちが求められている．そういった移動サービス

の運営に関する特殊事情を反映した指標（ガイドライ

ン）の設定が不可欠であると考える． 

 

(6) 定量的評価の可能性について－定性的基準の客観

化に関する課題 

WHOの示すリストは，財政的・人的な制約がなく，

公共が取り組みカバーできるのであれば，現行のリスト

でも達成不可能なものではない．しかし，日本の現状を

踏まえれば，すべてを公共の責任で行うことは不可能で

ある．したがって，公共・民間企業・住民などさまざま

な主体が積極的にかかわる必要がある． 

WHOの示すリストの項目は，抽象的かつ定性的なも

のがほとんどであり，どの程度実現できれば達成できる

のかは，運用する個々の立場によって異なるであろう．

しかし，このリストには定量的にチェックをできる指標

がないことは大きな課題として挙げられる．すべての指

標を定量化することは困難としても，定量化可能な指標

については具体化しておきかえることで，それぞれの主

体の責任・負担・役割分担の範囲や目標設定が明確にで

きると考える． 

 

 

4. ACAPにおける議論結果ー「Ｑサポ＆ACAP版チェ

ックリスト」の提案について 

 

以上の議論を踏まえると，WHOのチェックリストを

そのまま地域交通の政策評価に使うことはできず，日本

の地域交通を判断できる指標に修正する必要がある．

我々はこの点についてACAPとＱサポネットのジョイン

トセッションにおいて議論を行った． 

以下では，今回のACAPにおける議論の範囲で，修正

版のチェックリスト（以下(1)～(17)）の提言を行う．

我々は， WHOの提示する大きな枠（3章の(1)～(15)）は

踏まえつつ，追加・修正・統合したうえで優先順位に応

じ入れ替え，高齢者・移動制約者層に特化した内容と全

世代を見据えたユニバーサル的な対応が必要となる内容

の両面をリストに取り込むことにした．ただ，複数の項
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目にまたがるものもあるため，活用の便宜を考え，重複

するものは1つの番号にまとめ1度だけ掲載し，他の箇所

では掲載場所の番号を参照するかたちとした． 

なお，我々が高齢者・移動制約者向けの政策と考える

ものは*印を，それ以外はユニバーサル的に考えるもの

であると分けている．また，一部を除き公共交通あるい

は交通機関という表記を使わず「移動サービス」として

いるが，これは公共交通，タクシー，ボランティア輸送，

送迎など，使えるモードをすべて包含して考える必要が

あると考えたからである．なお，いくつかの項目で定量

的指標を入れているが，それについては(18)で扱う． 

 

(1) これからの都市・地域像とコミュニティについて 

 これまでの議論からも理解できるが，都市や地域のグ

ランドデザイン（これから追求していく姿），あるいは

現状の人々の移動の実態に基づいて，居住地や生活施設

の（再）配置や，移動手段の確保がなされていくことが

必要である．そういった視点から出た意見を基に，以下

の6項目を提案したい． 

 

1-1.  地域内の住民の年齢構成が偏らないような街づ

くり・地域づくりを行っている 

1-2. 引きこもり等を防止するためのコミュニティが形

成されており，男女や年齢層の別なく参画しや

すい環境にある 

1-3.  可能な限り，徒歩または一次交通により，最低

限生活機能にアクセスできるようなまちづくり

を行っている 

1-4.  最低限の生活機能に関する施設など，移動の目

的地とる機能・施設は地域内でコンパクトに集

約されている 

1-5. 災害時の移動に対応できる施策がとられている 

1-6.  やむを得ず地域移転・集落移転が必要な場合，

移転に伴うコストや資産価値の補償，コミュニ

ティの維持の問題を考慮している 

 

(2) 移動の目的形成（健康増進・社会参加など） 

 地域の理想像を踏まえたうえで，その地域にどのよう

な移動が必要かを考える必要がある． 

ここで，現状の地域公共交通における取り組みを見る

と，移動手段の整備が目的化して，本来そのような移動

ニーズがないにもかかわらず路線を引いている例や，移

動の目的が存在しているところへ移動できないため使え

ないものになっている例が多くみられる． 

 ここでは，「アクティブ・エイジング」の理念にも基

づいたうえで，健康で長生きできる持続可能な社会づく

りも視野に，どのような移動の目的があるかを検討した

議論の結果に基づき，以下3項目を提案したい． 

 

2-1.*  社会参加の機会づくり，「健康づくりのための

でかける目的」を持たせるための施策など，福

祉・医療面を含めた生活のサポートと移動の目

的づくりが行われている 

2-2.  2-1の目的達成に合わせた移動サービスの確保

がなされている（移動目的が存在してその上で

移動サービスが提供されている） 

2-3.  移動サービスの利用について，移動目的の達成

を促進する適切な動機づけがなされている（健

康・ショッピングポイントなど） 

 

(3) 目的地へのアクセス可能性に関する環境整備 

 移動の目的ができ，目的地やニーズが把握できたうえ

で，はじめて移動サービスをどのように設定するかを検

討することになる．そのような移動サービスが利用可能

になるような条件設定の議論を考慮し，以下の9項目を

提案したい． 

 

3-1.  各地域における，移動サービス利用者の主たる

目的地がどこであるかを把握している 

3-2.  目的地施設の営業時間（病院であれば各科の診

察曜日や時間帯）および利用者の概ねの利用時

間帯を把握している 

3-3.  居住エリアから徒歩15分圏で何らかの移動サー

ビスが利用できる 

3-4.  交通空白地の基準は現地の地形，居住者の年齢

や身体能力を基に設定している 

3-5.  主たる目的地にアクセスできる移動サービスが

最低１系統以上存在し，乗継あるいは直通での

アクセスが（利用時間帯に）可能である 

3-6.  直通でのアクセスがない地域でも，乗継拠点ま

でアクセスできる移動サービスがある 

3-7.  事業者・モードの枠を超えて，主要施設の集積

地や乗継拠点（駅，バスターミナル，分岐バス

停など）においての乗継・接続が考慮されてい

る（ダイヤ，料金，乗車券共通化） 

3-8. 主要な目的地間の移動（病院と商業施設など）が，

徒歩または低廉な移動サービスによって容易に

可能である 

3-9.  目的地施設において，移動サービスの利用に関

して協力的な体制が整っている（待合場所の提

供，施設内の乗り入れ，公共交通利用促進策の

実施，運営資金の援助など） 

 

(4) 交通拠点の環境整備（停留所と駅） 

 今回の我々の議論では，この項目に関する改善点が多

く出された．移動手段があっても，それまでのアクセス
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や，拠点などにおいて問題があるため利用をためらって

しまうことがあることの裏返しであると思われる． 

WHOのリストでは2項目に集約されているが，我々は

それをより具体化することで現場での応用可能性が高ま

ると考え，以下の15項目を提案したい．要約すると，停

留所や駅へのアクセス，停留所や駅施設に求められる機

能の整備と充実，ソフト面でのサービス（とりわけ人的

支援）の必要性，である． 

 

4-1.  停留所や駅へのアクセスに関して，危険な個所

がある場合は歩道幅や段差・舗装などの改良を

行い，あるいは随時行えるようなチェック機能

がある 

4-2. バス停・駅施設へのアクセスにおいて，歩道ある

いは取り付け道路からのバリアは最小限に抑え

られている（スロープ取付け，段差解消など） 

4-3.  バス停・駅において待ち時間を安全かつ快適に

待てる上屋・イスなどが整備されており，それ

らのメンテナンスは定期的になされている（損

傷などがない） 

4-4.  バス停・駅の時刻表や路線図・運賃表が損傷な

く見やすく掲示されており，メンテナンスや更

新の遅れなどの問題がないように対策が打たれ

ている 

4-5.   時刻表・路線図・運賃表の表示は，統一的な規

則に基づいて作成され，初めて利用する人や他

地域の人にもわかる表示で，見やすい大きさ・

色を使って記されている（ローカルルールや記

号などを多用しない） 

4-6.  乗継拠点，駅，主要バス停においては，清潔な

トイレや待合スペース（椅子など）が用意され，

快適に利用できるよう清掃されている（洋式，

ベビーチェア，オストメイト，車いす対応があ

ればなおよい） 

4-7.  移動サービス同士の乗継が最短距離・最適にな

るよう，雨に濡れない屋根の設置や，駅前の最

短距離に乗入れを認めるなどの取組みがある 

4-8.  バスやタクシーの折り返し（待機）スペースが

用意されている 

4-9.  バス停・タクシーのスペース配分について，利

用者の利便を損ねるような配置を行っていない 

4-10.  ターミナル・拠点において案内スタッフ等がい

る場合は，そのスタッフがモードや会社を問わ

ず移動サービスの情報に精通しており，親切に

案内するように訓練されている 

4-11.  乗継拠点，駅，主要バス停において求められる

付加サービスの提供を積極的に行っている（荷

物預かり，売店機能，乗車券等の販売，地域の

ガイド，乗降支援など） 

4-12.  送迎車両の待機ないし駐車スペースがあり，送

迎車両で公共交通機関の停車場所等に支障をき

たさないように配置されている 

4-13. パークアンドライドの拠点になる場合は，低廉

な料金で利用できる駐車場が十分な台数整備さ

れ，利用に関して窓口の営業時間などの制約を

受けない 

4-14. 停留所や駅のアクセス性や拠点機能の強化に関

する，財政的・人的な支援策があり，事業者や

自治体がそれによって整備を行える環境にある 

4-15. 停留所や駅・乗継拠点に近接する施設を有効活

用しているか，協力関係が構築されている 

 

このほかに，前掲の3-7.もこの項目の一部に含まれる． 

 

(5) 移動サービスの利用可能性（運行の信頼性，本数，

ネットワーク） 

 肝心の移動サービスが利用できるものでなければなら

ないことは議論の余地はないと考える．ただ，そのサー

ビスレベルに関しては，どの水準まで設定すれば望まし

い水準になるのかはやや主観的にならざるを得ないため，

議論が割れた部分があった．その水準設定の議論は今後

検討の余地があるが，以下7つの項目を提案したい． 

 

5-1.  各属性・年齢層におけるライフスタイルを把握

し，それに最低限対応する移動サービスの供給

量・ダイヤやサービスの選択肢がある 

5-2.  移動サービスを提供する交通事業者ないしは主

体が存在している 

5-3. 利用可能な移動サービスに関する情報提供がなさ

れている 

5-4. 地域内の主要目的地における移動方法（乗継や他

モード利用を要する場合はその情報提供を含

む）が，事業者の枠を超えて提供されている 

5-5.  早発・遅延がないようにダイヤの管理を徹底し

ている 

5-6. 急な運休等の場合に代替輸送を確保する体制があ

るか，情報提供をスムーズに行うことができる

体制が構築されている 

5-7. 夜間・休日は地域需要を把握したうえでの最低限

の運行頻度を確保している 

 

このほかに，前掲の3-3.，3-5.，3-6.，3-7.，3-8.もこの項

目に含まれる． 

 

(6) 安全性の担保に関する各主体の取り組み 

 移動サービスの利用が安全にできることは最低限の条
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件である．ここでは，その内容をより具体化して以下4

つの項目を提案したい． 

 

6-1.  加減速，基本的な交通規則，運行管理の規定，

乗降の際の安全確認（着席確認，停留所接近な

ど）について，乗客の安全を守る基本姿勢がで

きている 

6-2. 車内の座席，手すり，つり革，ドアなど，安全に

関する設備のメンテナンスを行っており，それ

らが清潔に保たれるよう清掃が行き届いている 

6-3. 車内事故や犯罪防止のための設備を装着している 

6-4. 安全性の担保に関するチェック体制が整っている 

 

(7) 適正な価格設定と費用負担（手頃な運賃） 

 移動サービスは，その提供にコストがかかるため，コ

ストを賄う何らかの対価を取らなければ持続可能とはな

らない．しかし，この点も現在の地域交通の維持に関す

る事例を見る限り，価格弾力性や適正原価，財政負担の

限度などを基に判断しているとは思えないものが少なく

ない．わかりやすく低価格というのは確かに利用者にと

っては望ましいが，それで持続可能にならなければそも

そも移動サービスが不成立となってしまう． 

WHOのリストで取り上げられている都市は，比較的

大都市が多く，公的な支援（公共が交通機関の運営を支

援，高齢者の無料乗車証などを給付している，など）が

得られている例が理想像となっているが，財政難の地方

部においては適用できない事例である．そこで，そうい

った現実も踏まえ，以下の4つを提案したい． 

 

7-1.  価格（割引運賃なども含む）に関する情報が停

留所に掲示されているか，事前に入手可能であ

る 

7-2. 運賃の支払い方法が簡便である（カードや回数

券・フリーきっぷなどの導入） 

7-3. 運賃は移動距離や原価に見合って適正である（不

公平になっていない） 

7-4.* 所得制約・身体的な移動制約者に対する優遇策

がなされている 

 

(8) 移動サービスに関する情報提供 

今回の我々の議論では，この項目に関する改善点も多

く出された．移動手段の存在がわからないか，存在して

も利用にあたってのハードルが高くなる事例の多くは，

適切な情報提供がなされていないことによるものであり，

これは成功例の多くがこれを実現していることからも明

らかである． 

WHOのリストではわずか1項目であるが，他の項目の

中にも一部含まれている．そこで，我々はそれをより具

体化したうえで，情報提供の部分を特化してとりまとめ，

以下の8項目を提案したい．とりわけ，デジタルデバイ

ドになりやすい高齢者や移動制約者への情報提供は人的

な部分に依存するところがあることから，それを踏まえ

た項目を追加している． 

 

8-1.  行き先・経由地・運賃の表示は正確かつ客観的

な表示であり（地元の人にしかわからない地名

の使い方や，ローカルルールではないこと），

その確認が容易にできる位置・大きさである 

8-2. 地名や地理に明るくない人，利用経験がない人に

対して，移動サービスの利用方法や主要施設へ

のアクセスなどの詳細な情報が得られる体制が

ある（バス停や地名が読めなくてもアクセス方

法がわかる，など） 

8-3. ノンステップバスなどの特殊サービスの提供につ

いては，対象の利用者にわかりやすい情報提供

がなされている 

8-4. 公共交通を知ってもらうための体験・講習会等の

情報提供がある 

8-5. インターネットの検索システムは，シンプルであ

いまい検索に堪える検索システムである 

8-6. 自治体の提供する移動サービスの情報は，他の主

体が運営するバスや鉄道等の移動サービスを含

め，トップページから容易にアクセスできるよ

うにホームページが構成されている 

8-7.* デジタルデバイドの層に対応して，電話や紙媒

体，窓口などの情報提供の方法がある 

8-8. 情報提供のための費用に関する公的支援策がある 

 

このほかに，前掲の4-4.，4-5.，5-4.，5-6.，7-1.と，後に

挙げる9-1.，9-6.もこれに含まれる． 

 

(9) 移動サービスにおけるホスピタリティの維持（運

転手，駅員などの人的サポート） 

 無人運転のものを除けば，移動サービスに関しては必

ず「ヒト」の存在がある．例えば運転手，駅員，窓口の

係員などが挙げられる．これらのスタッフのホスピタリ

ティが悪ければ，移動サービスは利用されないものとな

ってしまう．これまでの日本の交通事業は，供給側の保

護がかなり行われたこともあり，需要サイドに立った接

遇などがおろそかにされていたことは否めない．最近で

こそかなり変わってきているが，ニーズの多様化ととも

に求められているものも変わりつつある．そういったこ

とを踏まえた議論から，以下の6項目を提案したい． 

 

9-1.  当該移動サービスについて，路線・価格・割引

運賃・主要施設の最寄停留所・乗継などの情報
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提供できるだけの基本情報を持ち，それを親切

に案内する 

9-2. モードや事業者間を超えた，移動サービスや地域

情報の提供が可能である 

9-3. ドライバーは，交通規則やマナーを厳守し（駐車

マナーなど），地域情報の提供や乗降介助など

のサービスを積極的に行うホスピタリティを有

する 

9-4.* 特殊な介助等を必要とされる層が，心理的抵抗

がなく移動サービスを利用できるように乗務員

のスキル・教育・ホスピタリティが育成されて

いる 

9-5.  地域内の移動サービス（マストラのほか，フィ

ーダー輸送なども含む）が持続可能に提供でき

るような人材育成や人材の供給がある 

9-6.  ターミナル・拠点において案内スタッフ等がい

る場合は，そのスタッフがモードや会社を問わ

ず交通機関の情報に精通しており，親切に案内

するように訓練されている 

 

(10) 移動サービスにおけるコミュニティの維持（優先

席と乗客の親切） 

 移動サービスの利用にあたっては，それを生産（供

給）する側のホスピタリティも必要であるが，車内や周

辺の利用環境によって劇的に利用環境が改善することも

少なくない．ここではWHOのチェックリストの項目も

活かしつつ，以下の2項目を提案したい． 

 

10-1.  公共交通機関の優先席等が真に必要とする層に

提供されるように情報提供や協力要請を行って

いる 

10-2. 交通機関内のコミュニティが形成されるような

空間である 

 

なお， (9)の一部の項目もこれに含まれる． 

 

(11) 移動サービスにおけるハードウェア（高齢者にや

さしい乗り物） 

 ソフトウェアに加え，ハード面の整備も欠かせない．

とりわけ，移動サービスで利用する鉄道車両，バス車両

などの利用しやすさは課題となる．ただ，日本の問題と

して，特にバスにおいて車両の仕様標準化を国が進めた

ことと，製造メーカーが集約された結果，販売される車

両の種類が減り，ニーズに合わせた柔軟な仕様がつくり

にくくなり，むしろ新車の方が使いにくいものになって

いることもある（衛藤・後藤・大井6)参照）この問題は

本リストの適用主体で解決できる範疇を超えるのでこれ

以上言及しないが，ハード面の解決が困難な部分は，ソ

フト面でフォローするしかない．そういったことを踏ま

えて，以下の5項目を提案したい． 

 

11-1.*  高齢者・妊婦・ベビーカー・障がい者の利用

が多い路線・ダイヤを中心に，低床かつ着座定

員の多い車両を導入しており，車いすなどが乗

降するための設備は簡単かつ迅速に操作できる* 

11-2. 低床車両の導入が困難な場合は，乗務員等が乗

降の介助を行う体制がある 

11-3. 斜面地・高低差の大きい地域において，バスな

どの公共交通機関あるいはそれに接続する移動

サービスが提供されている 

11-4. 降車合図ボタン，整理券，カードのタッチ機，

両替機，手すり，つり革，握り棒などの設置や

色などが，身体能力の低い層に合わせて利用し

やすいデザインで，利用しやすく配置されてい

る 

11-5. 忘れ物や不明点があった際の問い合わせ先や車

両番号の表示が明確である 

 

このほか，前掲の 4-4.および 4-5.や，情報提供の面での

8-1.，8-4.，8-7.も含まれる． 

 

(12) 高齢者・障がい者等移動制約者に対する移動サー

ビスの利用可能性の促進 

 高齢者や，障がい者など移動に制約を受ける層は，マ

ストラを利用できないことも多く，マストラ以外の移動

サービスによりフォローされていることが少なくない．

ただ，そのような移動サービスを担うには，まず担い手

が不足していることもあるが，担い手も自立できるまで

に経営状況が至っていないことも少なくないと想定され，

それゆえ十分な移動サービスが提供されていない場合が

あるものと考えられる． 

また，地方部では高齢者の移動手段がまだ自家用車に

なっていることも少なくないが，身体能力の衰えととも

に安全に支障をきたすことも少なくなく，社会問題とな

っている．ただ，そういった自家用車の利用層を完全に

公共交通などの移動サービスに転換させるにはハードル

も高く，ある程度は利用を前提にせざるを得ない． 

そういった事情を踏まえて，議論の結果から以下の4

項目を提案したい． 

 

12-1.*  障がい者等移動制約者が利用できる公共交通

（バス，鉄道等），タクシーあるいはそれに代 

わる移動サービスが存在している 

12-2. このようなサービスの提供者は，運行経費を賄

えるだけの対価を収受しているか，それが可能

になる補助を受けている 
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12-3.* 身体能力の劣る高齢者等の運転を支援する講習

や教育がなされている 

12-4. 免許返納制度など，公共交通への転換を促進す

る取り組みが，事業者間や主体間の垣根を越え

て実施されている 

 

このほか，7-4.と16-4.もこれに含まれる． 

 

(13) マストラで維持できない部分の端末交通のあり方

（タクシー，域内フィーダー交通，ボランティ

ア輸送サービスなど） 

 バスや鉄道などのマストラでは，道路状況や利用状況

などを考えるとカバーできない利用者層・地域が出るこ

とが不可避となる．しかし，実はそういった層こそ移動

サービスを求めていることは少なくなく，いわゆるマス

トラで拾いきれない層をどうやってフォローしていくか

は重要な課題となる． 

 今回の議論で取り上げた北九州の「枝光やまさかタク

シー」「八幡東区ITSプロジェクト（社会実験）」や久

留米の「タウンモビリティ」で行っている取り組みは，

まさにこの層をフォローする取り組みであり，実際の議

論でもその有効活用を図るべきとの意見が多くみられた．

この議論の結果に加え，タクシーの有効活用も実は求め

られると考え，以下9項目を提案したい． 

 

13-1.  タクシーのりばは，主要目的地や交通拠点にあ

り，わかりやすい表示等がされている 

13-2. タクシーの運賃やサービスについては，低廉か

つ容易に利用ができる環境にあり，情報が容易

に得られるような取り組みがある 

13-3. 需要に見合った十分な台数，運転手が存在し，

その雇用を維持できるだけの十分な賃金が提供

されている 

13-4. 公共交通を利用するためのフィーダー輸送とし

ての移動サービスが提供されている 

13-5. 公共交通を利用できない地域や利用者の移動サ

ービスについて，何らかの手当てがされている 

13-6. 徒歩圏よりも広い移動に対応できるレンタサイ

クルや電動カート等の拠点が，公共交通の拠点

に整備されている 

13-7.* 目的地となる商店街，大型商業施設等での移動

距離が長い場合に，それを支援する電動カート

等の貸し出しサービスがあるか，移動を支援す

るサービスが存在する 

13-8. このような移動サービスを支援する組織あるい

はコミュニティが存在する 

13-9. 移動サービスの維持や人材育成のための，費用

や公的機関の支援がある 

 

このほか，9-5.もこれに含まれる． 

 

(14) 近距離移動の環境整備（自転車，歩行者） 

 バスや鉄道，タクシーを使うまでにはない距離の移動

では，徒歩や自転車の役割が重要になることは先にも述

べた．議論の結果を踏まえ，ここでは徒歩や自転車利用

者の環境整備も必要と考え，以下2項目を提案したい． 

 

14-1. 自転車置き場の整備・専用レーン道路の整備な

どの利用環境が整っている 

14-2. 自転車とバス・鉄道・タクシーの併用ができる

環境が形成されている（拠点に駐輪場整備，乗

継の優遇，車内持込みの制度） 

 

このほか，4-1.，4-2.，13-6.，13-7.，15-1.もこれに含ま

れる． 

(15) 公共交通・自動車の走行環境や道路環境（運転状

況） 

 鉄道などの軌道系を除けば，日本の移動サービスの多

くは道路を利用して担われているといっても過言ではな

い．道路には，歩行者，自転車，自動車，バスなど多様

な移動が存在し，それらの移動が円滑かつ安全にできる

ことは，高齢者等に特化せずに求められているものであ

る．ここでは，以下の4項目を提案したい． 

 

15-1.  歩行空間の確保を優先しつつ，車両の走行空間

を快適にするための舗装・照明・側溝等の

蓋・信号機・標識などの整備が適切に行われ

ている 

15-2.  自家用車の利用を抑制する取り組みがあり，容

易にその取り組みに参加できる環境にある 

15-3.  交通流を前々かつ快適に保つうえで問題のあ

る駐車違反や速度違反等のルールに対して厳

格に対応している 

15-4.  信号機や標識などの設置や制御にあたって，

公共交通機関を含めた移動の実態に見合った

配慮がある 

 

(16) 駐車 

 自家用車による移動が高い比率で存在することと，地

方部では移動サービスの整備水準が不十分な環境では，

自家用車の利用環境の確保を無視することはできない．

自家用車の利用にあたっての課題は，目的地における駐

車の問題である．ここでは以下の4項目を提案したい． 

 

16-1.  駐車場の必要な施設に，適切な台数の施設が整

備されている 



 

 11 

16-2. 駐車場の出入りに際して，他の交通流を妨げな

いような取り付け道路の設置，交通制御，施設

配置などが行われている 

16-3. 公共交通機関との結節が容易な場所に駐車環境

を整備し，乗り換えを促進している 

16-4.* 高齢者や障がい者等の利用を優先する駐車環境

が整備されている 

 

なお，送迎等の停車も駐車の一部に含めるとすれば，4-

12.や4-13.も含めて考える必要がある． 

 

(17) 交通・移動サービスの運営と各主体のかかわり方

について 

 最後に，3章の(5)で述べた，日本の特殊事情を反映し

た指標としての本指標の提案を行う． 

繰り返しになるが，日本の交通事業は，海外諸国と異

なり，民間事業者が独立採算制で運営している部分がき

わめて大きい．しかし，大井6)で指摘しているように，

特に乗合バスや地方鉄道の経営環境は規制緩和の数十年

前から悪化の一途であり，従来のように交通事業者の自

主努力に依存することは既にできない経営環境にある．

2000年から2002年にかけての規制緩和の影響は大きくな

いにしても，2006年から2007年にかけての地域公共交通

の維持に関する制度改革は，自治体に依存した移動サー

ビスの持続は困難であることを示している． 

これらの環境変化を踏まえれば，事業者のできる範囲

は限られており，自治体や地域（住民）もある程度能動

的・積極的に地域の移動サービスの維持に関わる必要が

ある．加えて，事業者の頭脳部門に従事するスタッフが

減り，従来型のビジネスモデルの継続が経営上やむを得

なかったとはいえ，交通事業者も需要サイドのビジネス

モデルへ転換する必要があるのではないかと考える． 

こういった事情を踏まえ，以下の9項目を提案したい． 

 

17-1.  ライフスタイル・ニーズの把握を行っており，

それに合わせて提供するサービスの見直しを行

っている 

17-2. サービス提供や見直しに関して，経験や勘では

なく定量的・理屈に基づいた判断を行っており，

そのスキルを学んでいるか，知恵を仰げる環境

にある 

17-3. 関係する主体との連携を絶えず図っており，敬

意を持った関係を構築している 

17-4. 交通事業者への単純な依存関係ではなく，関係

する主体も持続可能性や運営に協力している 

17-5. サービス提供水準や運行形態の決定にあたって

は，地域も責任を一定程度負い，資金・利用者

数の確保などの努力を行っている 

17-6. 特定のモードに固執せず，モード横断的な交通

サービスの提供が行われている（そのようなサ

ービスの提案ができる） 

17-7. サービス提供を行う事業者は，労働力を確保し

サービス提供を持続可能にできるだけの，十分

な賃金を従業員に支払っている 

17-8. 不採算サービスの見直しに関しては，採算面以

外の経営努力や地域の協力を十分行ったうえで

実施している 

17-9. 労働力や経営資金に関して不安定な経営環境に

おかれていない 

 

(18) 補足：定量化した指標の設定について 

 以上(1)から(17)までで示した指標の中には，定量化し

た指標の設定が望ましいものがある．今後指標設定につ

いては研究を進めていくが，ここでは以下の項目につい

て［ ］内で示した定量化指標を設定した方が望ましい

と考えている．なお，以下では用意すべき指標の種類に

応じて大きくa)・b)・c)に分類しているが，いくつかの

分類に重複するものがあることをお断りしておく． 

 

a) 地域内での目標値，あるいは地域合意として設定が

必要なもの 

 地域内での移動サービスの確保や水準設定，負担等の

合意で数値化した指標が必要になると想定されるものは

以下の項目である． 

 

1-1.  地域内の住民の年齢構成が偏らないような街づ

くり・地域づくりを行っている［年齢層・住民

数の程度などの設定］ 

3-3.  居住エリアから徒歩15分圏で何らかの移動サー

ビスが利用できる［15分が適正か要検討］ 

3-5.  主たる目的地にアクセスできる移動サービスが

最低１系統以上存在し，乗継あるいは直通での

アクセスが（利用時間帯に）可能である［系統

数］ 

3-8.  主要な目的地間の移動（病院と商業施設など）

が，徒歩または低廉な移動サービスによって容

易に可能である［地域ニーズを把握した頻度の

基準設定］ 

4-9.  バス停・タクシーのスペース配分について，利

用者の利便を損ねるような配置を行っていない

［配分ルール］ 

16-1.  駐車場の必要な施設に，適切な台数の施設が整

備されている［台数の設定］ 

17-8. 不採算サービスの見直しに関しては，採算面以

外の経営努力や地域の協力を十分行ったうえで

実施している［見直しの基準］ 



 

 12 

 

b) 数字やデータ等の整理が必要なもの 

 数値で評価を行う前に，実態把握のために定量化した

データが必要なものがある．それは以下の項目である． 

 

3-2.  目的地施設の営業時間（病院であれば各科の診

察曜日や時間帯）および利用者の概ねの利用時

間帯を把握している［これらのデータ］ 

3-4.  交通空白地の基準は現地の地形，居住者の年齢

や身体能力を基に設定している［人口構成，障

がいなどの水準，地形，道路網］ 

5-1.  各属性・年齢層におけるライフスタイルを把握

し，それに最低限対応する移動サービスの供給

量・ダイヤやサービスの選択肢がある［行動実

態，目的地立地，路線網，ダイヤ，移動時間，

滞在時間］ 

16-1.  駐車場の必要な施設に，適切な台数の施設が整

備されている［施設数，現状の台数，混雑度］ 

17-1.  ライフスタイル・ニーズの把握を行っており，

それに合わせて提供するサービスの見直しを行

っている［見直し回数，ニーズに関するデー

タ］ 

17-5. サービス提供水準や運行形態の決定にあたって

は，地域も責任を一定程度負い，資金・利用者

数の確保などの努力を行っている［自治会数，

資金，住民数など］ 

17-7. サービス提供を行う事業者は，労働力が確保し

サービス提供を持続可能にできるだけの，十分

な給与を従業員に支払っている［経営状況，勤

務状況］ 

17-9. 労働力や経営資金に関して不安定な経営環境に

おかれていない［経営状況］ 

 

c) 供給量・費用・責任分担等の関係で評価指標が必要

なもの 

 移動サービスの供給やインフラ整備にはコストが不可

避であり，その分担をどうするかを決めるには，関連す

る指標が必要である．それは適正な供給水準なども含ま

れる．そういった項目を整理すると以下のとおりである． 

 

4-13. パークアンドライドの拠点になる場合は，低廉

な料金で利用できる駐車場が十分な台数整備さ

れ，利用に関して窓口の営業時間などの制約を

受けない［価格，台数，営業時間］ 

5-1.  各属性・年齢層におけるライフスタイルを把握

し，それに最低限対応する移動サービスの供給

量・ダイヤやサービスの選択肢がある［最低限

の供給レベルの設定］ 

5-7. 夜間・休日は地域需要を把握したうえでの最低限

の運行頻度を確保している［頻度の設定］ 

7-3. 運賃は移動距離や原価に見合って適正である（不

公平になっていない）［原価，価格設定］ 

12-2. このようなサービスの提供者は，運行経費を賄

えるだけの対価を収受しているか，それが可能

になる補助を受けている［補助の水準，原価］ 

13-2. タクシーの運賃やサービスについては，低廉か

つ容易に利用ができる環境にあり，情報が容易

に得られるような取り組みがある［価格］ 

13-3. 需要に見合った十分な台数，運転手が存在し，

その雇用を維持できるだけの十分な賃金が提供

されている［台数，従業員数，賃金水準］ 

16-1. 駐車場の必要な施設に，適切な台数の施設が整

備されている［台数］ 

17-1. ライフスタイル・ニーズの把握を行っており，

それに合わせて提供するサービスの見直しを行

っている［見直しの基準］ 

17-5. サービス提供水準や運行形態の決定にあたって

は，地域も責任を一定程度負い，資金・利用者

数の確保などの努力を行っている［分担割合］ 

17-7. サービス提供を行う事業者は，労働力を確保し

サービス提供を持続可能にできるだけの，十分

な賃金を従業員に支払っている［原価，賃金水

準］ 

17-8. 不採算サービスの見直しに関しては，採算面以

外の経営努力や地域の協力を十分行ったうえで

実施している［見直しの基準］ 

17-9. 労働力や経営資金に関して不安定な経営環境に

おかれていない［経営状況］ 

 

d) 公的な支援として必要なもの 

 民間や自主財源等に依存できない部分は，公的な支援

に依存せざるをえないため，支援にあたって定量化した

指標等が必要になる．それらの項目は以下の通りである． 

 

1-6.  やむを得ず地域移転・集落移転が必要な場合，

移転に伴うコストや資産価値の補償，コミュニ

ティの維持の問題を考慮している［補償額，移

転コスト］ 

7-4.* 所得制約・身体的な移動制約者に対する優遇策

がなされている［補助の範囲］ 

8-8. 情報提供のための費用に関する公的支援策がある

［補助の範囲］ 

12-2. このようなサービスの提供者は，運行経費を賄

えるだけの対価を収受しているか，それが可能

になる補助を受けている［補助の範囲］ 

13-9. 移動サービスの維持や人材育成のための，費用
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や公的機関の支援がある［補助の範囲］ 

 

 

5. 結論 

 

最後に結論として，このリストを踏まえた，アクティ

ブ・エイジング社会を実現するための地域交通の役割の

重要性について述べることにしたい． 

アクティブ・エイジングの思想が，高齢者の社会参加

や福祉面の向上にとどまらず，これから高齢者になるで

あろうすべての層もターゲットにして問題を検討してい

ることはすでに述べたとおりである．そのことに翻って

考えれば，アクティブ・エイジング社会を実現する上で，

移動サービス（公共交通・地域交通）は以下の意味で重

要であると考える． 

第1に，「日常の生活の維持を行うためのツール」と

しての重要性である．移動は，買い物，通学，通勤，通

院といった，日常生活を最低限営むためのツールとして

不可欠である．しかし，活性化再生法の総合事業や確保

維持改善事業（サバイバル補助）で補助を受けた事例の

中には，こういった最低限のニーズすら担保出来ずツー

ルとしての機能を果たせない事例がみられる．それは，

ツールの整備が目的化してしまっていることによるもの

が大きい．また，適切なニーズ把握ができておらず，

『利用しない「利用者」』の声を反映して利用されてい

ない移動サービスができている事例も散見される．我々

の提案したリストでは，何よりも日常生活というニーズ

や実態を把握することが上位の事項におかれており，そ

のことはこういった事例の反省が必要であることを反映

している． 

第2に，「社会参加やコミュニティ維持のインセンテ

ィブ」としての重要性である．需要追随は確かに重要で

あるが，需要追随だけでは，今後の人口減・高齢化によ

る利用者層の絶対数の減少にともなって移動サービスの

持続可能性を失ってしまう．集落移転のような話が真実

味を帯びてくる中，これまで参加にハードルのあった男

性の参加などを含めた，すべての人が他人とのつながり

をもち，社会参加することでコミュニティを維持するこ

とは不可欠となっている．久留米の「タウンモビリテ

ィ」では，日ごろ街なかに出づらい高齢者や障がい者を

街に連れ出す移動を支援することで，移動の待ち時間に

食事をしながら学生ボランティアとのコミュニケーショ

ンをとるなど，利用者・支援者双方の社会参加やコミュ

ニティ維持が図られている．また，大井7)で取り上げた

福岡県大野城市のコミュニティ交通「ふれあい号」のよ

うに，「地域住民のために役立ちたい」と移動困難者の

ための移動サービスにおける運転ボランティアを引き受

ける形での社会参加もありうるだろう．今後はそういっ

た「社会に出るための目的」を創り，それに参加するた

めの移動を構築するという発想が必要になり，その意味

で地域交通の重要性があるといえる． 

第3に，「地域の活力を維持するための生命線」とし

ての重要性である．例えば，移動サービスの主たる利用

目的として通院があるが，地方においては有償の移動サ

ービス（バス，乗合タクシーなど）から病院が行う無料

送迎へ利用者が転移し，地域の移動サービスの持続可能

性に影響している．しかし，地域の活力を維持するとい

う観点からは，病気の高齢者が増え通院が多くなるから

移動サービスの需要が増えるということは本来望ましく

ない．なぜなら，病気の人が多くなれば，地域活動等に

支障をきたし地域コミュニティの活力をそぐだけでなく，

医療費負担で各家計の活力をそぎ，医療費の財政負担に

よって地方財政の活力もそぐからである．こういった負

のスパイラルから脱するには，第2の点にも関係するが，

病気にならないようにするための施策（例えばウォーキ

ングイベントや健康教室など）によって移動目的を創っ

ていく方が，長期的には財政負担・家計の負担を減らし

て地域の活力を高めることにつながると考える．さらに，

交通事業者や移動サービスを担う主体は，地域の雇用を

担う重要な役割を持っている．しかし，移動サービスを

担う主体が利用者の減少で疲弊すれば，活力をそぐだけ

でなく雇用にも影響し，地域経済の生命線が失われると

いうマイナス面が出ることも考えなければならない．し

たがって，移動サービスを担う主体だけでなく，地域も

努力して移動サービスを持続可能にする取り組みを行う

必要がある．それは，誰かに責任を擦り付け合うのでは

なく，ビジネスモデルを変えきれなかった交通事業者も

努力すべきであるが，地域も自らの不作為を反省して主

体的にかかわるべきであり，自治体はそれを支援する必

要があると考える．こういった正の協力関係が出ること

で，地域に移動サービスを通じた活力が生まれ，地域の

活力を維持できるきっかけになると考える． 

 我々Ｑサポネットでは，今後このリスト案をさらにブ

ラッシュアップして，Ｑサポネットの活動の中でモデル

自治体を選定したうえで評価を行うことを考えている．

このリストは，自治体の政策評価に使うだけではなく，

交通事業者の取り組みの評価，地域住民における地域内

のチェック，地域交通に関わるコンサルタントや学識経

験者が地域を見る基準になることも想定したものである． 

 今後の課題は，定量化を要する指標をどのように設定

していくかが挙げられる．この点については，九州運輸

局が2010年度から3年間，九州内全自治体を対象とした

コミュニティバス等の地域交通に関するデータベースを

構築しており，このデータベースの分析結果との連携を

図って，改善を加えていきたいと考えている．また，

ACAPでは海外（韓国，インドネシアなど）からのゲス
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トが少数であるが我々のワークショップに参加し，国際

的な議論を交わすことができた．ACAPの成果として，

このリストの英語版を取りまとめたいと考えている． 
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IMPORTANCE OF REGIONAL TRANSPORT’S ROLE  

FOR ACTIVE AGING SOCIETY  

- FROM DISCUSSION IN 7TH ACTIVE AGING CONFERENCE IN ASIA-PACIFIC 

WITH “Q-SUPPO NET” ORGANIZATION - 

 

Hisashi OOI, Yoshitaka KAJITA, Etsuji SHIRAISHI, Takashi OSHIMA 

and Takao GOTO  

 
In the checklist for “Age Friendly City” based on active aging program of WHO, transportation is 

treated as very important role for social activities. Our group “Community and Transportation Support  

Network in Kyushu (called “Q-suppo net”)”  held the workshop in the 7th Kitakyushu Asia-Pacific Ac-

tive-aging Conference, and we discussed the importance of the role of regional transportation for active 

aging society based on this list. In this paper, we discuss the importance of the role of regional transporta-

tion for active aging society based on this list, and show the factors to operate regional transportation for 

active aging society. 

 


